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１　計画改定の背景

　阪神・淡路大震災（１９９５（平成７）年１月）では、約６，５００人の尊い命が奪

われました。このうち地震による直接的な死者数は約５，５００人とされ、この約９割

の約４，８００人が住宅・建築物の倒壊や家具の転倒等によるものであったことから、

この阪神・淡路大震災を契機として全国的に耐震化等の取組が進められてきました。

　その後、大小様々な地震が頻発しており、特に東日本大震災（２０１１（平成２３）

年３月）では、東北地方から関東地方にまで至る広大な範囲で甚大な被害が発生しまし

た。従来の被害想定を超えた被害に、これまでの地震対策のあり方に多くの課題を残す

こととなりました。また、愛知県においては、東海・東南海・南海の３連動地震いわゆ

る南海トラフ地震の発生が危惧され、全国的にも特に大きな地震被害を受ける可能性が

高い地域となっており、住宅・建築物の耐震化は、喫緊の課題となっています。

　これまでに本市では、地震による建築物の被害を未然に防止するため、住宅・建築物

の耐震診断及び耐震改修を促進することを目的に、２００６（平成１８）年度に県が定

めた「愛知県建築物耐震改修促進計画（あいち建築耐震プラン２０１５）」の内容を踏

まえ、２００７（平成１９）年度に「第１次長久手市耐震改修促進計画」を策定しまし

た。

　その後、２０１３（平成２５）年１１月に施行された建築物の耐震改修の促進に関す

る法律（以下「法」という。）等の改正に伴い、県が２０１１（平成２３）年度に「愛

知県建築物耐震改修促進計画（あいち建築減災プラン２０２０）」を策定し、「住宅は

２０１９（平成３２）年度までの耐震化の目標を９５％ にする 」とする新たな目標や、

災害時の被害を最小化する「減災化」の重要性も指摘されました。本市もこのことを踏

まえ、２０１４（平成２６）年度に「第２次長久手市耐震改修促進計画」を策定しまし

た。

　また、その後発生した大阪府北部地震（２０１８（平成３０）年６月）による建築基

準法の基準を満たしていないブロック塀の倒壊被害を受けて、２０１９（平成３１）年

１月に建築物の耐震改修の促進に関する法律等が改正され、一定の長さ及び高さを超え

る組積造の塀が「通行障害となる建築物」に含まれました。

　以上を踏まえ、本市では、県が新たに策定した「愛知県建築物耐震改修促進計画（あ

いち建築減災プラン２０３０（以下「県計画」という。））」との整合を図りながら、

住宅・建築物の耐震化や減災化をより一層促進していくための新たな「第３次長久手市

耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）」を策定します。

第１章　はじめに
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２　計画の位置づけ

　本計画は、「県計画」、「第６次長久手市総合計画（以下「ながくて未来図」という。）」

を上位計画とします。

　また、「長久手市都市計画マスタープラン」、「長久手市地域防災計画」及び「長久手

市国土強靭化地域計画」を関連計画とし、「建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下、

「法」という。）」に基づき、住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するための計

画として策定するものです。

図：本計画の位置づけ

耐震改修促進計画

建築物の耐震改修の促進に関する法律

ながくて未来図

都市計画マスタープラン

地域防災計画

愛知県建築物耐震改修促進計画

－あいち建築減災プラン2030－

国土強靭化地域計画
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  　本計画は、地震による建築物の被害や人命や財産の損失の軽減を図ることを目的として策

　定します。このため本計画では住宅及び建築物の耐震化の状況を整理し、住宅・建築物の耐

　震化と減災化の目標を定めます。その目標を達成するために、国・県等と連携を図り、施策

　を定め、耐震化・減災化の促進に取り組みます。 

１　対象区域

　長久手市全域とします。

２　計画期間

　本計画の計画期間は、２０２１（令和３）年度から２０３０（令和１２）年度までの

１０年間とします。

　必要に応じて適宜、計画内容や目標を見直します。

３　対象建築物

　本計画では、すべての住宅・建築物を対象とします。とりわけ、１９８１（昭和５６）

年５月３１日以前に着工された旧耐震基準で建てられた「住宅」、「耐震診断義務付け

建築物」及び「特定既存耐震不適格建築物」の耐震化を図っていきます。

　また、耐震化することが困難な住宅・建築物に対しても減災化を促進していきます。

（１）住宅

　戸建て住宅、長屋、共同住宅（分譲・賃貸）を含む全ての住宅（木造・非木造）

（２）耐震診断義務付け建築物等

①要緊急安全確認大規模建築物（法附則第３条）

　病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物、学校及び老人ホーム等の

避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物のうち、大規模なもの等で既存耐震

不適格建築物については、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要があるため、

法において、用途や規模が、表２－１のとおり規定されています。

第２章　計画の基本的事項
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表２－１ 要緊急安全確認大規模建築物

②要安全確認計画記載建築物（法第７条）

　既存耐震不適格である建築物のうち、大規模な地震が発生した場合にその利用を確

保することが公益上必要な建築物（防災上重要な建築物）や、建築物が地震によって

倒壊した場合に、その敷地に接する道路の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多

数の者の円滑な避難を困難とするおそれのある建築物（通行障害既存耐震不適格建築

物）については、耐震診断及び耐震改修の促進を図る必要があるため、用途や道路を

都道府県耐震改修促進計画及び市町村耐震改修促進計画に位置づけることで、耐震診

断義務付け建築物（要安全確認計画記載建築物）とすることができます。

体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ5,000㎡以上

用　　途 対象建築物の規模

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは
特別支援学校

階数2以上かつ3,000㎡以上
（屋内運動場の面積を含む）

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

階数3以上かつ5,000㎡以上

病院、診療所

劇場、観覧場、映画館、演芸場

集会場、公会堂

展示場

百貨店、マーケットその他の物品販売業を含む店舗

ホテル、旅館

階数1以上かつ5,000㎡以上
（敷地境界線から一定距離以
内に存する建築物に限る）

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの

階数2以上かつ5,000㎡以上老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類
するもの

幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 階数2以上かつ1,500㎡以上

博物館、美術館、図書館

階数3以上かつ5,000㎡以上

遊技場

公衆浴場

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類
するもの

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降
又は待合の用に供するもの

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物
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ア　防災上重要な建築物

法第５条第３項第１号の規定に基づき、都道府県耐震改修促進計画に記載された

災害時に公益上必要な建築物（法第7条第1号）

＜対象建築物＞　庁舎・病院・指定避難所（避難所となる体育館）等

イ　通行障害既存耐震不適格建築物（耐震診断義務付け道路に接するもの）

（ア）その敷地が法第５条第３項第２号の規定に基づき、都道府県耐震改修促進計画

　　　に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物で

　　あるものに限る。）（法第7条第2号）

＜対象建築物＞　倒壊した場合において、前面道路の過半を閉鎖する恐れのある建築物等

（イ）その敷地が法第６条第３項第１号の規定に基づき、市町村耐震改修促進計画に

　　記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であ

　　るものに限り、（２）②に揚げる建築物であるものを除く。）（法第7条第3号）

＜対象建築物＞　倒壊した場合において、前面道路の過半を閉鎖する恐れのある建築物等

（３）特定既存耐震不適格建築物等

　法第１４条に示される建築物で、以下に示す建築物のうち、政令で定める規模以上

で、建築基準法の耐震関係規定に適合せず、建築基準法第３条第２項（既存不適格）

の適用をうけている建築物（要安全確認計画記載建築物であるものを除く）。

　所有者は、耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があ

ると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければなりません。

ア　多数の者が利用する建築物（法第14条第1号）

イ　危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物（法第14条第2号）

ウ　その敷地が都道府県耐震改修促進計画又は市町村耐震改修促進計画

  に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物

　(法第14条第3号)

P8・9参照

P7参照

P6参照

P8・9参照
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【ア　多数の者が利用する建築物（法第１４条第１号）】

多数の者が利用する建築物の用途及び規模は、法に基づき、以下のとおりとされています。

法
政令
第6条
第2項

規　　　　模

第1号
階数2以上かつ
床面積500㎡以上

小学校等
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校
の前期課程、特別支援学校

階数2以上かつ
床面積1,000㎡以上
（屋内運動場の面積を含む）

学校 第2号以外の学校

第4号
階数1以上かつ
床面積1,000㎡以上

※賃貸住宅は「住宅」としても対象建築物に位置づけています。

用　　　　途

幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所

第2号 老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これら
に類するもの 階数2以上かつ

床面積1,000㎡以上老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉セン
ターその他これらに類する施設

第
14
条
第
1
号

劇場、観覧場、映画館、演芸場

集会場、公会堂

展示場

卸売市場

百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗

公衆浴場

第3号
階数3以上かつ
床面積1,000㎡以上

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する
運動施設

病院、診療所

ホテル、旅館

賃貸住宅※（共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿

事務所

博物館、美術館、図書館

遊技場

体育館（一般公共の用に供されるもの）

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホー
ルその他これらに類するもの

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサー
ビス業を営む店舗

工場

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する
建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のた
めの施設

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

6 



【イ　危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物（法第１４条第２号）】

　危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物の危険物の種類及び数量は、法に基づき、以下のとおり
とされています。

法
政令
第7条
第2項

数　　　　量

火薬 10トン

爆薬 5トン

工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管 50万個

銃用雷管 500万個

実包若しくは空包、信管若しくは火管又
は電気導火線

5万個

導爆線又は導火線 500キロメートル

信号炎管若しくは信号火箭又は煙火 2トン

その他火薬又は爆薬を使用した火工品
当該火工品の原料となる火薬又は爆薬の区分に
応じ、それぞれ火薬・爆薬に定める数量

第
14
条

第3号 30トン

第4号 20立方メートル

第5号 300マッチトン※

第6号 2万立方メートル

第7号 20万立方メートル

第8号 2,000トン

第9号 20トン

第10号 200トン

※マッチトンはマッチの計量単位。1マッチトンは、並型マッチ(56×36×17mm)で、7,200個、約120kg

危険物の規制に関する政令別表第3の類別の欄
に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の
欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数
量の欄に定める数量の10倍の数量

消防法第2条第7項に規定する危険物
（石油類を除く）

危険物の種類

第1号
火
薬
類

第2号

石油類

毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物
（液体又は気体のものに限る）

毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物
（液体又は気体のものに限る）

危険物の規制に関する政令別表第4備考第6号に規
定する可燃性個体類

危険物の規制に関する政令別表第4備考第8号に規
定する可燃性液体類

マッチ

可燃性ガス
（第7号、第8号に掲げるものを除く）

圧縮ガス

液化ガス
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【ウ　通行障害既存耐震不適格建築物（法第１４条第３号）
（法第５条第３項及び法第６条第３項の内容を含む）】

通行障害既存耐震不適格建築物は、法に基づき、以下のとおりとなります。

（ア）通行障害建築物 

地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者
の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物
（法第５条第３項第２号及び第６条第３項第１号）

【通行障害建築物の要件】　　（政令第４条第１号）

前面道路幅員が１２ｍを超える場合 前面道路幅員が１２ｍ以下の場合

　　　　　　 　

「地震発生時に通行を確保すべき道路」の沿道に存する建築物のうち、そのいずれかの部
分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、当該前面道路の幅員に応
じて定められる距離（前面道路幅員が12メートルを超える場合は幅員の1/2 、前面道路幅
員が12メートル以下の場合は6メートル）を加えたものを超える建築物を対象とします。

【通行障害建築物となる組積造の塀（ブロック塀等）】　（政令第４条第２号）

「地震発生時に通行を確保すべき道路」に面する組積造の塀（ブロック塀等）のうち、
長さ２５ｍを超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該部分か
ら当該前面道路の境界線までの水平距離に当該前面道路の幅員の２分の１に相当する距
離を加えた数値を２．５で除して得た数値を超える組積造の塀（ブロック塀等）であっ
て、建築物に附属するもの。

「Ａ＋((L/2)/2.5」

の高さを超える塀

（道路中心からの距離

の1/2.5の高さ）

「Ａ＋６ｍ」の高さを

超える沿道建築物

「Ａ＋（Ｌ/２）」の高さ

を超える沿道建築物
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（イ）通行障害既存耐震不適格建築物 

　通行障害建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの

（法第５条第３項第２号及び法第６条第３項第２号） 

（ウ）対象道路

　大規模な地震が発生した場合に、災害直後から避難・救助をはじめ、物資供給の

応急活動のために緊急車両の通行等交通の確保を図ることを目的に設定される道路

で、対象道路は以下のとおりです。

ａ　法第５条第３項第２号の規定に基づき定める道路

 （都道府県耐震改修促進計画に記載する耐震診断義務付け道路）

 本計画策定現在、本市に定められた道路はありません。

ｂ　法第５条第３項第３号の規定に基づき定める道路

 （都道府県耐震改修促進計画に記載する耐震診断努力義務付け道路）

 「愛知県地域防災計画」で定められる第１次・第２次緊急輸送道路が該当し

 ます。

ｃ　法第６条第３項第1号の規定により市町村耐震促進計画に記載された道路

 （市町村耐震改修促進計画に記載する耐震診断義務付け道路）

 本計画で定めた道路はありません。

ｄ　法第６条第３項第２号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路

 （市町村耐震改修促進計画に記載する耐震診断努力義務付け道路）

 本市は、本計画で法第６条第３項第２号の規定に基づき、「４　地震発生時

 に通行を確保すべき道路」を耐震診断努力義務付け道路とします。
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４　地震発生時に通行を確保すべき道路

　建築物の倒壊により緊急車両の通行や住民避難の妨げとなるおそれのある道路につい

て、耐震改修促進計画で位置付けることができます。

（都道府県計画：法第５条第３項、市町村計画：法第６条第３項）

　県計画では、災害時における多数の者を円滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者

への緊急物資の輸送の確保のため、地震発生時に通行を確保すべき道路を位置付け、市

町村とともに沿道建築物の耐震化に取り組んでいくこととしています。

　本計画では、県計画で位置づけられた第１次・第２次緊急輸送道路に加えて、長久手

市地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路（第３次緊急輸送道路）を法第６条第３

項第２号の規定に基づき定める「耐震診断努力義務付け路線（地震発生時に通行を確

保すべき道路）」として位置付け、沿道の通行障害耐震既存不適格建築物の耐震化・減

災化を促進していきます。

県計画　法第５条第３項第３号

市計画　法第６条第３項第２号

第1次緊急輸送道路

第2次緊急輸送道路

第3次緊急輸送道路

地震発生時に通行を確保すべき道路
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５　本市における地震被害想定

　近年、１９９５（平成７）年１月の阪神・淡路大震災、２０１１（平成２３）年３

月の東日本大震災、２０１８（平成３０）年６月の大阪府北部地震と大規模地震が全

国的に発生しており、長久手市を含む東海地方においても「南海トラフ地震」の発生

が危惧されています。南海トラフ地震の発生により生じる地震の規模及び被害の状況

については、２０１４（平成２６）年５月に愛知県防災会議において、被害予測調査

結果が発表されました。南海トラフで繰り返し発生している規模の大きな地震を重ね

合せたモデルである「過去地震最大モデル」によると、長久手市内では震度５強から

６強までの揺れが発生し、建物被害は揺れや火災により約８０棟が全壊・焼失すると

想定されています。

資料提供：平成23年度～25年度　愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果（平成26年5月）より

液状化危険度分布 「過去地震最大モデル」による想定

※危険度判定には、

地盤改良等の液状化

対策効果は見込んで

いません。

震度分布 「過去地震最大モデル」による想定
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※危険度判定には、地盤改良等の液状化対策効果は見込んでいません。 

長久手市の震度分布 「過去地震最大モデル」による想定

長久手市の液状化危険度分布 「過去地震最大モデル」による想定
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【冬・夕方（18時）】

約70 * * * 約10 約80

*：被害わずか

【冬・早朝（5時）】

死者数 * * * * * * * *

*：被害わずか

資料提供：平成23年度～25年度　愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果（平成26年5月）より

過去地震最大モデルとは

　南海トラフで繰り返し発生している地震・津波のうち、発生したことが明らかで規

模の大きい地震（宝永、安政東海、安政南海、昭和東南海、昭和南海の５地震）を重

ね合わせたモデルです。

　南海トラフでは約１００～２００年の間隔で大地震が発生しており、昭和東南海地

震（１９４４年）、昭和南海地震（１９４６年）が起きてから７０年以上が経過して

おり、南海トラフにおける次の大地震発生の可能性が高まってきています。そうした

中、南海トラフで発生する地震のうち、既往最大と言われる１７０７年の「宝永地震」

（Ｍ８．６）は、約３００年前に発生しており、その発生間隔はおよそ３００～６０

０年と言われていることから、 宝永クラスの地震をベースに、１８５４年安政東海

（Ｍ８．４）、１８５４年安政南海（Ｍ８．４）、１９４４年昭和東南海（Ｍ７．９）

１９４６年昭和南海（Ｍ８．０）の揺れや津波高を網羅できるように設定したモデル

です。

揺れ 液状化 浸水・津波
急傾斜地
崩壊等

最大震度 ６強

人的被害（死者） 被害わずか

全壊・焼失棟数(棟)

建物倒壊等 浸水・津波
急傾斜地
崩壊等

合計

（うち屋内
収容物移

動・転倒、
屋内落下

物）

（うち自力
脱出困難）

（うち逃げ
遅れ）

火災 合計

火災

＜過去地震最大モデルによる被害想定＞
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　住宅・建築物の構造耐力に関しては、建築基準法及び建築基準法施行令で定められていま

す。これらの法令は逐次改正されていましたが、特に耐震に関する基準に関しては、１９８

１（昭和５６）年６月に大きく改正されました。改正後に建築された建築物（以下、「新耐

震建築物」、特に住宅を指す場合は「新耐震住宅」という。）は、阪神・淡路大震災等その

後の大きな地震でも概ね耐震性を有するとされています。一方、この改正の前に建築された

建築物（以下、「旧耐震建築物」、特に住宅を指す場合は「旧耐震住宅」という。）は、阪

神・淡路大震災等の地震で大きな被害を受けたものが多く、耐震性に疑問があるとされてい

ます。よって、本計画では、「新耐震建築物」と「旧耐震建築物で耐震診断の結果、耐震性

ありと判定された建築物」、「旧耐震建築物で耐震改修を行った建築物」及び「前述以外の

旧耐震建築物の一定割合
※ 

」が耐震性が確保されているものとし、それ以外の建築物を耐震

性が確保されていないものとします。 

※耐震診断を行った旧耐震建築物のうち耐震性があると判定された割合 

１　住宅の耐震化の現状

　本市の住宅（戸建て住宅、長屋、共同住宅を含む全ての住宅）の耐震化の状況は、総数

１２，４４７棟のうち、耐震性があると判断されるものは、１０，５１７棟となっており

約８４％の住宅で耐震性があると推計されます。２０１４（平成２６）年度時点と比較す

ると、新耐震住宅数は１，３１６棟増加する一方で旧耐震住宅数は３７７棟減少していま

す。また、新耐震住宅と旧耐震住宅を合わせた耐震性がある住宅数は、この５年間で１，

２６５棟増加しています。また一方で、耐震性がないと判断される住宅が木造１，７７０

棟、非木造１６０棟、合計１，９３０棟存在することから、これらの住宅の耐震化促進に

努めていきます。

■耐震性のある住宅の割合（推計値） （単位：棟）

（計）
耐震性
あり②

耐震性
なし

2,964 144 2,820

542 349 193

3,506 493 3,013

2,636 557 2,079

487 310 177

3,123 867 2,256

2,313 543 1,770

433 273 160

2,746 816 1,930

※住宅数は2020(令和2)年1月1日時点の固定資産課税台帳を使用しています。

　木造住宅の耐震性ありは、耐震診断・改修実績と木造住宅推計値◆を用いて算定しています。

　非木造住宅の耐震性ありについては国の推計値を用いて算定しています。

　延べ面積20㎡以下の附属的建物は除いています。

◆木造住宅推計値とは、旧耐震住宅のうち2×4工法等、一般的に耐震性があると見込まれる
　木造住宅の割合15.8％（木造住宅耐震化推計値）を耐震性ありとしています。

2,553

6,896

5,064

3,321

8,385 80%

78%

96%

84%

2,902

7,389

5,621

3,631

9,252

6,514

4,003

10,517

61%

93%

71%

73%

95%

4,343 4,487

①+②
耐震性のある住宅

総数
新耐震住宅

（耐震性あり）①

第３章　耐震化の現状

年度

旧耐震住宅

分類 耐震化率

2020
（令和2）

年度

5,971

3,730

9,701

木造住宅

非木造住宅

計

8,284

4,163

12,447

2007
（平成19）

年度

木造住宅

2014
（平成26）

年度

7,307

3,095非木造住宅

計

木造住宅

非木造住宅

計

10,402

7,700

3,808

11,508

【旧耐震住宅推計
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■本計画策定時からの耐震化進捗状況 （単位：棟）

総数
耐震性
あり

耐震性
なし

耐震化率 総数
耐震性
あり

耐震性
なし

耐震化率 総数
耐震性
あり

耐震性
なし

耐震化率

木造住宅 7,307 4,487 2,820 61% 7,700 5,621 2,079 73% 8,284 6,514 1,770 78%

非木造住宅 3,095 2,902 193 93% 3,808 3,631 177 95% 4,163 4,003 160 96%

計 10,402 7,389 3,013 71% 11,508 9,252 2,256 80% 12,447 10,517 1,930 84%

■旧耐震基準の木造住宅の補助実績

　旧耐震基準の木造住宅の耐震診断及び耐震改修の補助実績は、診断件数については、制

度の開始の翌年度から２年間が最も多く、以降、東日本大震災２０１１（平成２３）年ま

では、ほぼ横ばい傾向で、以降は減少傾向にあり、熊本地震２０１６（平成２８）年が発

生した年度は前年度に比べ増加していますが、近年はさらに減少傾向にあります。一方、

改修件数については、東日本大震災２０１１（平成２３）年が発生した年度は、前年度の

約９倍となりましたが、近年は診断件数同様減少傾向にあります。

2014（平成26）年1月時点 2020（令和2）年1月時点
分類

2007（平成19）年1月時点

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2007(H19) 2014(H26) 2020(R2)

10,402 
11,508 

12,447 

7,389 9,252 
10,517 

3,013 2,256 1,930 

耐震化進捗状況

総数 耐震性あり 耐震性なし

（単位：棟）

耐震化率71％

0

50

100

150

200

250

300

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

耐震診断 耐震改修

耐震化率80％ 耐震化率84％

（単位：棟）

（年）

（棟）

（耐震化率）

100％

95％

90％

85％

80％

75％

70％

東
日
本
大
震
災

熊
本
地
震
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２　建築物の耐震化の現状

（１）耐震診断義務付け建築物等

　２０１３（平成２５）年１１月の法改正により、一定の要件に該当する既存耐震不適　

格建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を報告することが義務付けられました。

 ア　要緊急安全確認大規模建築物（多数の者が利用する大規模建築物等）の耐震化の現状

　２０２０（令和２）年度時点では、県計画で本市に耐震診断を義務付けられた対象建

築物はありません。

 イ　要安全確認計画記載建築物の耐震化の現状

（ア）防災上重要な建築物

　　　２０２０（令和２）年度時点では、県計画で本市に耐震診断を義務付けられた対象

　　建築物はありません。

（イ）通行障害既存耐震不適格建築物

　　　２０２０（令和２）年度時点では、県計画で本市に耐震診断を義務付けられた対象

　　建築物はありません。また、本計画でも指定されていません。

（２）特定既存耐震不適格建築物の耐震化の状況（耐震診断が努力義務化される建築物）

　特定既存耐震不適格建築物は、法第１４条に示される建築物で所有者は、耐震診断を

行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐

震改修を行うように努めなければならないとされています。

 ア　多数の者が利用する建築物

　本市における、法第１４条第１号に規定する多数の者が利用する特定既存耐震不適格

建築物（旧耐震建築物に限る。）は、２０２０（令和２）年度時点では１７棟となって

います。

 イ　危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

　本市における、法第１４条第２号に規定する危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供す

る特定既存耐震不適格建築物（旧耐震建築物に限る。）は、２０２０（令和２）年度時

点ではありません。
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 ウ　通行障害既存耐震不適格建築物

　本市における、法第１４条第３号により規定する地震発生時に通行を確保すべき道路

沿道の特定既存耐震不適格建築物（旧耐震建築物に限る。）は、２０２０（令和２）年

度時点では、５６棟（下表のとおり）となっています。

■耐震性が不明な建築物数 （単位：棟）

56

通行障害既存耐震不適格建築物

0

10

46

第１次緊急輸送道路

路　線　名

第２次緊急輸送道路

第３次緊急輸送道路

合　　　　計
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法 公的建築物 民間建築物 公共＋民間

対象建築物数（旧耐震） 15 1 16
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 15 0 15

学校 うち、耐震性あり　：ｂ 3 0 3
ア うち、耐震性なし　：ｃ 12 0 12

うち、耐震性不明　：ｄ 0 0 0
法 耐震改修実施棟数 12 0 12

建替実施棟数

除却実施棟数

第 対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

うち要緊急安全確認 うち、耐震性あり　：ｂ 0
14 大規模建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0

に該当する学校 うち、耐震性不明　：ｄ 0
耐震改修実施棟数 0

条 建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 1 1
第 耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

病院,診療所 うち、耐震性あり　：ｂ 0 0
うち、耐震性なし　：ｃ 0 0

1 うち、耐震性不明　：ｄ 0 0
耐震改修実施棟数 0 0
建替実施棟数

号 除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

建 うち要緊急安全確認 うち、耐震性あり　：ｂ 0
大規模建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0
に該当する病院， うち、耐震性不明　：ｄ 0

築 診療所 耐震改修実施棟数 0
建替実施棟数

除却実施棟数

物 対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

劇場,集会場等 うち、耐震性あり　：ｂ 0
うち、耐震性なし　：ｃ 0
うち、耐震性不明　：ｄ 0

耐震改修実施棟数 0
建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

うち要緊急安全確認 うち、耐震性あり　：ｂ 0
大規模建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0
に該当する劇場， うち、耐震性不明　：ｄ 0
集会所等 耐震改修実施棟数 0

建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

店舗等 うち、耐震性あり　：ｂ 0
うち、耐震性なし　：ｃ 0
うち、耐震性不明　：ｄ 0

耐震改修実施棟数 0
建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

うち要緊急安全確認 うち、耐震性あり　：ｂ 0
大規模建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0
に該当する店舗等 うち、耐震性不明　：ｄ 0

耐震改修実施棟数 0
建替実施棟数

除却実施棟数

【（２）特定既存耐震不適格建築物（通行障害既存耐震不適格建築物である
　ものを含む）の耐震化の状況及び実績】

分　　類
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法 公的建築物 民間建築物 公共＋民間

【（２）特定既存耐震不適格建築物（通行障害既存耐震不適格建築物である
　ものを含む）の耐震化の状況及び実績】

分　　類

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

ホテル,旅館等 うち、耐震性あり　：ｂ 0
うち、耐震性なし　：ｃ 0
うち、耐震性不明　：ｄ 0

耐震改修実施棟数 0
建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

うち要緊急安全確認 うち、耐震性あり　：ｂ 0
大規模建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0
に該当するホテル, うち、耐震性不明　：ｄ 0
旅館等 耐震改修実施棟数 0

建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 13 15 28
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 13 2 15

賃貸共同住宅等 うち、耐震性あり　：ｂ 11 1 12
うち、耐震性なし　：ｃ 2 1 3
うち、耐震性不明　：ｄ 0 0 0

耐震改修実施棟数 0 1 1
建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

うち要緊急安全確認 うち、耐震性あり　：ｂ 0
大規模建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0
に該当する うち、耐震性不明　：ｄ 0
賃貸共同住宅等 耐震改修実施棟数 0

建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

社会福祉施設等 うち、耐震性あり　：ｂ 0
うち、耐震性なし　：ｃ 0
うち、耐震性不明　：ｄ 0

耐震改修実施棟数 0
建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

うち要緊急安全確認 うち、耐震性あり　：ｂ 0
大規模建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0
に該当する うち、耐震性不明　：ｄ 0
社会福祉施設等 耐震改修実施棟数 0

建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0

公 消防庁舎 うち、耐震性あり　：ｂ 0
益 うち、耐震性なし　：ｃ 0
上 うち、耐震性不明　：ｄ 0
必 耐震改修実施棟数 0
要 建替実施棟数

な 除却実施棟数

建 対象建築物数（旧耐震） 0 0
築 耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0
物 うち要緊急安全確認 うち、耐震性あり　：ｂ 0

大規模建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0
に該当する うち、耐震性不明　：ｄ 0
消防庁舎 耐震改修実施棟数 0

建替実施棟数

除却実施棟数
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法 公的建築物 民間建築物 公共＋民間

【（２）特定既存耐震不適格建築物（通行障害既存耐震不適格建築物である
　ものを含む）の耐震化の状況及び実績】

分　　類

対象建築物数（旧耐震） 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0

警察庁舎 うち、耐震性あり　：ｂ 0
うち、耐震性なし　：ｃ 0

公 うち、耐震性不明　：ｄ 0
耐震改修実施棟数 0

益 建替実施棟数

除却実施棟数

上 対象建築物数（旧耐震） 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0

必 うち要緊急安全確認 うち、耐震性あり　：ｂ 0
大規模建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0

要 に該当する うち、耐震性不明　：ｄ 0
警察庁舎 耐震改修実施棟数 0

な 建替実施棟数

除却実施棟数

建 対象建築物数（旧耐震） 6 6
その他の 耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 6 6

築 うち、耐震性あり　：ｂ 0 0
一般庁舎 うち、耐震性なし　：ｃ 6 6

物 うち、耐震性不明　：ｄ 0 0
耐震改修実施棟数 6 6
建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0

うち要緊急安全確認 うち、耐震性あり　：ｂ 0
大規模建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0
に該当する うち、耐震性不明　：ｄ 0
その他の一般庁舎 耐震改修実施棟数 0

建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

その他 うち、耐震性あり　：ｂ 0
うち、耐震性なし　：ｃ 0
うち、耐震性不明　：ｄ 0

耐震改修実施棟数 0
建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

うち要緊急安全確認 うち、耐震性あり　：ｂ 0
大規模建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0
に該当する うち、耐震性不明　：ｄ 0
その他 耐震改修実施棟数 0

建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 34 17 51
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 34 2 36

合　　計 うち、耐震性あり　：ｂ 14 1 15
うち、耐震性なし　：ｃ 20 1 21
うち、耐震性不明　：ｄ 0 0 0

耐震改修実施棟数 18 1 19
建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

うち要緊急安全確認 うち、耐震性あり　：ｂ 0 0 0
大規模建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0 0 0
合　　計 うち、耐震性不明　：ｄ 0 0 0

耐震改修実施棟数 0 0 0
建替実施棟数

除却実施棟数

20 



 

法 公的建築物 民間建築物 公共＋民間

【（２）特定既存耐震不適格建築物（通行障害既存耐震不適格建築物である
　ものを含む）の耐震化の状況及び実績】

分　　類

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
イ 耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

　法第14条第2号建築物 うち、耐震性あり　：ｂ 0
うち、耐震性なし　：ｃ 0

　危険物の貯蔵場等 うち、耐震性不明　：ｄ 0
耐震改修実施棟数 0
建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

うち要緊急安全確認 うち、耐震性あり　：ｂ 0
大規模建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0
に該当する うち、耐震性不明　：ｄ 0
危険物の貯蔵場等 耐震改修実施棟数 0

建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 59 59
ウ 耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 15 15

　法第14条第3号建築物 うち、耐震性あり　：ｂ 2 2
　及び うち、耐震性なし　：ｃ 13 13
　要安全確認計画記載建築物 うち、耐震性不明　：ｄ 0 0
　(避難路沿道及び防災拠点） 耐震改修実施棟数 1 1

建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 1 1
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

分譲マンション うち、耐震性あり　：ｂ 0 0
うち、耐震性なし　：ｃ 0 0
うち、耐震性不明　：ｄ 0 0

　 耐震改修実施棟数 0 0
建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

うち要安全確認計画 うち、耐震性あり　：ｂ 0
記載建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0
（避難路沿道） うち、耐震性不明　：ｄ 0

　 に該当する 耐震改修実施棟数 0
分譲マンション 建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

うち要安全確認計画 うち、耐震性あり　：ｂ 0
記載建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0
（防災拠点） うち、耐震性不明　：ｄ 0

　 に該当する 耐震改修実施棟数 0
分譲マンション 建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 58 58
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 15 15

分譲マンション以外 うち、耐震性あり　：ｂ 2 2
うち、耐震性なし　：ｃ 13 13
うち、耐震性不明　：ｄ 0 0

　 耐震改修実施棟数 1 1
建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 58 58
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 15 15

うち要安全確認計画 うち、耐震性あり　：ｂ 2 2
記載建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 13 13
（避難路沿道） うち、耐震性不明　：ｄ 0 0

　 に該当する 耐震改修実施棟数 1 1
分譲マンション以外 建替実施棟数

除却実施棟数
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法 公的建築物 民間建築物 公共＋民間

【（２）特定既存耐震不適格建築物（通行障害既存耐震不適格建築物である
　ものを含む）の耐震化の状況及び実績】

分　　類

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

うち要安全確認計画 うち、耐震性あり　：ｂ 0
記載建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0
（防災拠点） うち、耐震性不明　：ｄ 0

　 に該当する 耐震改修実施棟数 0
分譲マンション以外 建替実施棟数

除却実施棟数

対象建築物数（旧耐震） 0 0 0
耐震診断実施棟数　：ａ＝ｂ＋ｃ＋ｄ 0 0 0

うち要緊急安全確認 うち、耐震性あり　：ｂ 0
大規模建築物 うち、耐震性なし　：ｃ 0
（法第14条第3号 うち、耐震性不明　：ｄ 0

　 建築物にも該当して 耐震改修実施棟数 0
いるもの） 建替実施棟数

除却実施棟数
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不特定多数の者が利用する
建築物で、大規模なもの

耐震診断：義務化
法附則第3条第1号

地震の際避難確保上特に配慮を要
する者が主として利用する建築物

で、大規模なもの
多数の者が利用する建築物

耐震診断：義務化
法附則第3条第2号

耐震診断：努力義務化
法第14条第1号

耐震診断：義務化
法附則第3条第3号

耐震診断：努力義務化
法第14条第2号

[県指定]災害時に公益上
必要な建築物

耐震診断：義務化
法第5条第3項第1号

法第7条第1号

耐震診断：義務化
法第5条第3項第2号

法第7条第2号

耐震診断：努力義務化
法第5条第3項第3号

法第14条第3号

耐震診断：義務化
法第6条第3項第1号

法第7条第3号

耐震診断：努力義務化
法第6条第3項第2号

法第14条第3号

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

法における建築物の区分及び本市の状況

[県指定]通行障害既存耐震不適格建築物

[市町村指定]通行障害既存耐震不適格建築物

要緊急安全確認大規模建築物

耐震診断：義務化

特定既存耐震不適格建築物

耐震診断：努力義務化

要安全確認計画記載建築物

耐震診断：義務化

市内46棟

市内17棟

※1棟が重複、特定既存

耐震不適格建築物は

17+10+46-1=72棟です。

診断義務化建築物

市内になし

耐震診断義務付け建築物等

市内10棟
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３　これまでの耐震に関する取組実績

（１）普及・啓発活動

　本市では、旧耐震住宅の耐震化を図るために、無料耐震診断・耐震改修費補助事業等

の周知や、市民の耐震に関する関心を高めるためのＰＲ活動等を実施してきました。

ア　ダイレクトメールの送付

 　木造の旧耐震住宅の所有者に対し、耐震化の重要性、無料耐震診断・耐震改修費補

 助事業等に関しての案内を２００３（平成１５）年度から送付してきました。

イ　耐震診断ローラー作戦

　 これまでに、木造の旧耐震住宅が多い地区において、耐震診断の必要性を周知し、

 受診を促すために個別訪問を行いました。 

ウ　ＰＲ活動

 　防災訓練での耐震啓発ブースの出展や、市の広報や地域の回覧板、ホームページ等

 による無料耐震診断・耐震改修費補助事業等のＰＲ活動を行いました。

エ　出前講座

 　市民等で構成する団体が主催する集会等に市職員を派遣し、耐震にかかる補助制度

 の説明をし、意見交換を行う出前講座を２０１４（平成２６）年度から行いました。

オ　住まいの耐震相談会

 　専門家（建築士）による地震に対する住まいの個別相談会を愛知県建築物地震対策

 推進協議会主催事業として２０１８（平成３０）年度及び２０１９（令和元）年度に、

 長久手市、瀬戸市、尾張旭市の３市合同で開催しました。

カ　防災マップの配布

 　市民や住宅・建築物の所有者等に地震災害に対する危険性を認識してもらい、地震

 防災対策を自らの問題・地域の問題として認識できるように、地震による危険性の程

 度を示す防災マップを２００７（平成１９）年度、２０１４（平成２６）年度に全戸

 配布しました。また、その記載内容については適宜見直しを行っており、直近では２

 ０１９（令和元）年度に改訂版を発行しました。
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（２）補助事業の実績

ア　民間木造住宅耐震診断事業

　　旧耐震基準の木造住宅の耐震化を図るために、２００２（平成１４）年度より無料

　で耐震診断を受けられる事業を実施してきました。

■民間木造住宅耐震診断事業実績表 （単位：棟）
2002
（H14)
年度

2003
（H15)
年度

2004
（H16)
年度

2005
（H17)
年度

2006
（H18)
年度

2007
（H19)
年度

2008
（H20)
年度

2009
（H21)
年度

2010
（H22)
年度

2011
（H23)
年度

2012
（H24)
年度

2013
（H25)
年度

2014
（H26)
年度

2015
（H27)
年度

2016
（H28)
年度

2017
（H29)
年度

2018
（H30)
年度

2019
（R1)
年度

合計

耐震診断 50 265 100 53 20 73 77 36 45 35 40 10 21 10 30 7 8 5 885

イ　民間木造住宅耐震改修費補助事業

 　市が実施する木造住宅無料耐震診断を受診した結果、耐震基準の判定値が１．０未

 満と診断された木造住宅又は（一財）愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断で

 得点が８０点未満と診断された木造住宅に対し、耐震改修費の一部を補助する事業を

 実施してきました。

■木造住宅耐震改修費補助事業実績表 （単位：棟）
2002
（H14)
年度

2003
（H15)
年度

2004
（H16)
年度

2005
（H17)
年度

2006
（H18)
年度

2007
（H19)
年度

2008
（H20)
年度

2009
（H21)
年度

2010
（H22)
年度

2011
（H23)
年度

2012
（H24)
年度

2013
（H25)
年度

2014
（H26)
年度

2015
（H27)
年度

2016
（H28)
年度

2017
（H29)
年度

2018
（H30)
年度

2019
（R1)
年度

合計

耐震改修 - 1 5 3 4 2 2 5 3 27 7 3 6 2 2 3 1 1 77

ウ　非木造共同住宅耐震改修促進事業

 　旧耐震基準の非木造共同住宅を対象に、耐震診断に要する費用の一部を補助する

 「非木造共同住宅耐震診断費補助事業」と、その耐震診断の結果「安全な構造でない」

 と判定された建物の耐震改修に要する費用の一部を補助する「非木造共同住宅耐震改

 修設計費補助事業」と「非木造共同住宅耐震改修費補助事業」を実施し、２０１２（

 平成２４）年度に１件の耐震診断費補助を行いました。

エ　木造住宅除却工事費補助事業

　 市が実施する木造住宅無料耐震診断を受診した結果、判定値が１．０未満と診断さ

 れた非木造住宅の除却工事を行う方に対し、その工事に要する費用の一部を補助する

 事業を２０１８（平成３０）年度から実施してきました。

■木造住宅除却工事費補助事業実績表（単位：棟） 参考：建設リサイクル法届出実績表　（単位：件）
2014
（H26)
年度

2015
（H27)
年度

2016
（H28)
年度

2017
（H29)
年度

2018
（H30)
年度

2019
（R1)
年度

合計

除却 28 25 26 30 55 35 199

※建設リサイクル法に基づき提出された旧耐震木造
　住宅の除却（解体）件数

0 2 2 届出

2018
(H30)年度

2019
(R1)年度

合計
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オ　木造住宅耐震シェルター整備費補助事業

 　住宅の減災化の取組として、地震発生時における木造住宅の倒壊等から、避難にあ

 たり支援が必要と見込まれる高齢者、障がい者の生命を守るため、市が実施する木造

 住宅無料耐震診断を受診した結果、耐震基準の判定値が０．４以下又は（一財）愛知

 県建築住宅センターが実施した耐震診断の得点が４０点以下と診断された木造住宅に

 耐震シェルターの整備費用の一部を補助する事業を２０１４（平成２６）年度から実

 施してきました。

■木造住宅耐震シェルター整備費補助事業実績表（単位：個）
2014
（H26)
年度

2015
（H27)
年度

2016
（H28)
年度

2017
（H29)
年度

2018
（H30)
年度

2019
（R1)
年度

合計

0 0 0 0 0 0 0

カ　ブロック塀等撤去費補助事業

　 倒壊の危険性があるブロック塀等の撤去を実施する方に対し、その工事に要する費

 用の一部を補助する事業を２０１８（平成３０）年度から実施してきました。

■ブロック塀等撤去費補助事業実績表（単位：件）

撤去

キ　代理受領制度

　 申請者（建物所有者等）との契約により、耐震改修工事等を実施した工事施工者等

 が申請者の委任を受け、市からの補助金の受領を代理で行うことができる制度を２０

 １９（令和元）年度から実施しています。本制度を利用することで、申請者は工事費

 等と補助金の差分のみを用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されるものです。

ク　家具転倒防止事業

　 地震時におけるタンスなどの家具転倒による被害を防止するため、避難にあたり支

 援が必要と見込まれる高齢者及び障がい者世帯を対象に、家具転倒防止器具の取り付

 け事業を実施してきました。

■家具転倒防止事業実績表 （単位：件）
2005
（H17)
年度

2006
（H18)
年度

2007
（H19)
年度

2008
（H20)
年度

2009
（H21)
年度

2010
（H22)
年度

2011
（H23)
年度

2012
（H24)
年度

2013
（H25)
年度

2014
（H26)
年度

2015
(H27)
年度

2016
(H28)
年度

2017
(H29)
年度

2018
(H30)
年度

2019
(R1)
年度

合計

取付数 11 13 10 11 10 8 25 7 5 3 12 11 5 10 8 149

9 5 14

耐震シェルター

2018
(H30)年度

2019
(R1)年度

合計
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（３）調査・検討

ア　耐震及び減災に関する意識調査

　 旧耐震住宅の所有者等に対し、建築物の耐震化に対する意識や考え方、耐震化を進

 められない要因、補助制度の課題、減災に関する考え方の把握と施策を検討するため

 に、２０１４（平成２６）年度及び２０２０（令和２）年度に耐震・減災に関するア

 ンケート（以下「意識調査」）を行いました。

【２０１４（平成２６）年度】

・旧耐震住宅の所有者に対する意識調査

【２０２０（令和２）年度】

・旧耐震住宅の所有者に対する意識調査

・緊急輸送道路沿いの旧耐震建築物の所有者に対する意識調査

・自主防災組織への意識調査

イ　木造住宅耐震改修工事に対する意識調査

　 これからの耐震改修工事を検討される方や、今後の住宅耐震化事業の啓発活動の参

 考とするため、これまでに補助金を活用し耐震改修工事を行った方に対し、「工事を

 行ったきっかけ」や「工事を行って良かった点」等を伺う意識調査を２０１９（令和

 元）年度に実施し、ホームページに公表しました。

ウ　市内ブロック塀調査

　 市内の道路に面するブロック塀等に対し、２０１８（平成３０）年度に自治会・防

 災会などの地域の方々に協力をいただき、調査を実施しました。この調査結果をもと

 に市役所職員によるブロック塀の安全点検を２０１９（令和元）年度に実施しました。

 　また、この結果を踏まえ、２０２０（令和２）年度に危険なブロック塀箇所「４５

 箇所」の再調査を実施した結果「４２箇所」の危険と思われるブロック塀等を把握し

 ました。

■市内ブロック塀調査実績表（学校区別） （単位：箇所）

市が洞小 合計

2018(H30)調査 315 236 229 287 353 164 1,584

長小 西小 東小 北小 南小

0 45

2020(R2)危険箇所 9 6 8 7 12 0 42

2019(R1)危険箇所 9 6 8 9 13
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１　現状の課題と今後の対策

（１）旧耐震住宅

　 第１次計画（２００７（平成１９）年度）策定以降、これまで住宅の耐震化に向けた

 取組を推進してきましたが、２０２０（令和２）年度末の耐震化率は、約８４％と推計

 され、第２次計画で定めた２０２０（令和２）年度末の耐震化率９５％の目標には至り

 ませんでした。そのため、耐震化の一層の推進にあたり、現状の耐震化に対する意識や

 考え方、耐震化を進められない要因、補助制度の課題、減災に関する考え方の把握と施

 策の検討のため、旧耐震住宅の所有者（１，７２１件）に対し意識調査を実施しました。

■年齢 ■世帯 ■住宅の安全性

■耐震診断を行っていない理由 ■耐震改修工事を行っていない理由

第４章　住宅・建築物の耐震化の現状の課題

＜調査結果（抜粋）＞

20歳未満
0%20歳代

0%

30歳代
0%

40歳代
2%

50歳代
7%

60歳代
17%

70歳代
42%

80歳以上
32%

安全だと思う 4%

たぶん安全

だと思う
23%

安全だと思

わない
45%

わからない
20%

考えたこと

がない
2%

未回答
6%

無料耐震

診断制度を

知らない
16%

安全性について

知るのが恐い
5%

めんどうだから
7%

自分の家は大

丈夫だと思う
14%

近い将来に実施

する予定
3%

改修する予定が

ないから
32%

その他
21%

未回答
2%

2%

12%

3%

4%

12%

15%

7%

1%

2%

4%

2%

1%

2%

16%

4%

3%

4%

5%

1%

当分の間、大地震は起きないと思うから

改修工事をしても大地震による被害は避けられないと思う

耐震性があることが確認されたので、耐震改修の予定はない

自分の家は大丈夫だと思う

古い家にお金をかけたくないから

資金がない（費用が高くて負担できない）

工事をする際の仮住まいの確保が難しい（引越などがわずらわしい）

分譲マンションのため、自分だけでは決められない

依頼先がわからない

耐震化の進め方がわからない

建替えの予定がある

引っ越しする予定がある

解体又は売却する予定がある

高齢者だから

地震保険に加入しているから

めんどうだから

工事をする余裕（時間）がない

その他

未回答

一人住まい
20%

夫婦二人
42%

親と同居
4%

子どもと

同居
27%

3世代以上同居
4%

その他
3%
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＜課題＞

旧耐震住宅の所有者の傾向として、年齢は約７割以上が７０歳以上の高齢者で、家族

構成として約６割以上が夫婦２人もしくは１人世帯で、大半の方が南海トラフ地震への

不安を抱えています。また、各補助制度を知っているとの回答が多い反面、耐震診断及

び耐震改修を実施していない人が多い傾向にありました。実施していない理由として、

資金不足や高齢のためとの切実な理由が多く、また、耐震工事以外に特にとった対策も

ないという傾向でした。

　また、これまでの補助事業の実績から、耐震診断件数に対し、耐震改修の割合が高く

ない傾向にあります。また、近年の傾向として築年数からくる老朽化等から改修費が増

加傾向にあると言われています。

＜対応策＞

　住宅所有者が高齢者のみの世帯が多く、資金がなく費用の負担ができないことが課題

となっています。

　そこで、今後は特に高齢の所有者へ向けた耐震化・減災化の取組を強化する視点が重

要であると考えます。対応策としては、「高齢者に対する普及・啓発手法の検討」、

「専門家による相談の機会の提供」、「安価な耐震改修工法の情報提供」、「耐震シェ

ルター・防災ベッド・家具の転倒防止事業等減災化へ向けた対策」、「住宅を解体・除

却し建替えを促進する取組」が考えられます。

　耐震改修を行っていない理由として、「古い家にお金をかけたくない」、「耐震改修

工事をしても大地震による被害は避けられない」などの意見も多くあり、今後は耐震改

修以外の支援の在り方を検討し、より一層耐震化・減災化へ向けた対策に取り組みます。

29 



第

（２）緊急輸送道路沿いの旧耐震建築物

   災害時に救急消防活動の実施、避難者への緊急物資の輸送の確保のため重要な市内の

 緊急輸送道路沿いの旧耐震建築物を所有している方６７件に、耐震診断や耐震改修工事

 等に対する意向を把握し、今後の施策に反映させることを目的として意識調査を行いま

 した。

＜調査結果（抜粋）＞

■緊急輸送道路を知っていますか ■緊急輸送道路に面していることを知っていますか

■耐震化を行っていない理由 ■市に求める対策・支援

＜課題＞

　緊急輸送道路沿いの旧耐震建築物の所有者の約８割の方が、「緊急輸送道路を知らず、

対象の建築物が緊急輸送道路に面していることも知らない」ことが明らかになりました。

　また、耐震化を行っていない理由として「資金がない」という意見が多くあり、さら

に、耐震化に係る助成金の充実について求められています。

＜対応策＞

　緊急輸送道路沿いの旧耐震建築物の所有者への啓発及び情報提供、補助制度の検討。

　相談支援の検討。

耐震化に係る助成制

度の充実
37%

耐震に関する

意識啓発活動

を行う
3%

分譲マンション

など集合住宅

での合意形成

の支援

10%

耐震化に係る税制

優遇措置の拡大
18%

信頼できる耐

震改修業者等

の紹介
9%

耐震化総合相

談窓口など相

談体制の充実・

強化

9%

耐震改修工法

等の情報提供
4%

耐震よりも、別の防災に関する

事業に力を入れて欲しい
3%

その他
7%

当分の間、大地

震は起きないと

思うから
7%

改修工事をして

も大地震による

被害は避けられ

ないと思う

22%

耐震性があることが確認

されたので、耐震改修等

の予定はない
3%

資金がない（費

用が高くて負担

できない）
36%

耐震化の進め方

がわからない
9%

建替えの予定が

ある
4%

めんどうだから
1%

自分の家は大丈

夫だと思う
7%

その他
11%

はい
22%

いいえ
78%

はい
17%

いいえ
83%
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（３）自主防災組織（防災会）

　 近年、地域の自助、共助、公助の連携がますます求められていることから、市内にあ

 る自主防災組織との連携を図るために、市内にある自主防災組織７４団体に対し、意識

 調査を行いました。

＜調査結果（抜粋）＞

■防災会での建物の耐震化の取り組み ■防災会から市へ求める対策

■防災会と市が連携できる取組 ■どのような地域にしたいか

・災害に強い地域

・地震に備えて、安心して住める地域

・情報伝達が強化された地域

・耐震化が促進された地域

＜課題＞

　防災会は、特段建物の耐震化の取り組みはほとんどなく、建物の耐震化の促進につい

て認知度が低いことが伺えます。建物の耐震化を促進するためには、地域一人ひとりの

防災への意識が重要であり、地域住民が主体となって取り組むことで、より耐震化が高

まるものと考えられます。地域住民の意識・知識を高めるために自主防災組織と連携し、

地域での耐震化・減災化の勉強会等の開催、建物所有者への耐震化の案内、情報提供の

方法の検討が必要となります。

＜対応策＞

　地域ぐるみの防災活動を通して、自主防災組織と連携し、ブロック塀等危険箇所の確

認・点検・見回り、出前講座や専門家の講師派遣等、耐震化の啓発や情報提供等地域で

できる耐震化・減災化の取組みを行う。

各所有者への周知・

伝達の協力
14%

危険箇所の確

認・点検・見回り
29%

防災訓練参加者へ耐震

化の取組などの情報提供
18%

次世代の子供

たちへの教育
24%

市との協力・

連携の強化
9%

その他
6%

建物の耐震化の促進
2%

ブロック塀などの除却・

補強の促進
4%

家具の転倒

防止対策の

促進
14%

取り組みを行っていない
72%

その他
8%

補助金を高くしても、旧

耐震建築物・ブロック塀

等を減らすべき
14%

補助金等の周知活

動を活発に行う
29%

避難時に利用する緊急

輸送路沿いの建物の耐

震化を図る
18%

耐震に関する意

識啓発活動を

行う
24%

耐震よりも、別の防災に

関する事業に力を入れて

欲しい
9%

その他
6%
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　本計画では、国や県が示した目標を踏まえ、目標年次である２０３０（令和１２）年度に

向けて住宅の耐震化率の目標を設定すると共に、耐震化されない住宅も含めて、減災化の目

標を定めます。

　また、耐震性のない特定既存耐震不適格建築物等についても耐震改修を促進していきます。

１　住宅の耐震化

　住宅については、２０２５（令和７）年度までの耐震化の目標を９５％とし、２０３０

（令和１２）年度までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消することとします。

　なお、住宅は戸建て住宅、長屋、共同住宅（賃貸・分譲）を含む全ての住宅を対象に目

標を定めます。

現　状 2025（令和7）年度 2030（令和12）年度

84％ 95％ 概ね解消
10,517棟/12,447棟 12,230棟/12,874棟

建替えによる耐震化96棟

耐震診断により
耐震性あり281棟

耐震改修による耐震化
909棟

2020（令和2）年度
（推計値）

耐震化率84％

2025（令和7）年度
（推計値）

耐震化率95％

2030（令和12）年度

概ね解消

※推計値の算出には、旧耐震住宅のうち2×4工法等、一般的に耐震性があると見込まれる

　木造住宅の割合15.8％（木造住宅耐震化推計値）を耐震性ありとしています。

※「耐震性あり住宅」とは、「新耐震住宅」「旧耐震住宅で耐震診断の結果、耐震性あり

　と判定された住宅」「旧耐震住宅で耐震改修を行った住宅」「旧耐震住宅で木造住宅耐

　震化推計値により、耐震性ありとした住宅」をいいます。

第５章　計画の目標

新築増加

新築増加

耐震性あり住宅
10,517棟

耐震性あり住宅

10,944棟

耐震性あり住宅

耐震性なし住宅
1,930棟

耐震性なし住宅644棟

住宅総件数

12,447棟

住宅総件数

12,874棟（推計値）

住宅総件数

12,996棟（推計値）
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２　要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震化

　２０２０（令和２）年度時点では、耐震性のない要緊急安全確認大規模建築物及び要

安全確認計画記載建築物は県及び本計画で指定されていませんが、今後指定された際は、

耐震診断及び耐震改修を促進していきます。

３　特定既存耐震不適格建築物（旧耐震建築物に限る。）の耐震化

　２０２０（令和２）年度時点では、耐震性が不明な特定既存耐震不適格建築物（旧耐

震建築物に限る。）は、市内に７３棟あります。また、多数の者が利用する特定既存耐

震不適格建築物（旧耐震建築物に限る。）は１７棟あり、各避難所への資材搬入路等と

なる地震発生時に通行を確保すべき道路に面した通行障害既存耐震不適格建築物（旧耐

震建築物に限る。）は５６棟あります。これらの建築物の耐震診断及び耐震改修を促進

していきます。

26 17

0 0

0 0

11 10

23 46

※第３次緊急輸送道路は、２０１４（平成２６）年度より本市の地域防災計画
　の改定で、対象路線が増えたことにより、対象建築物が増えています。

４　住宅・建築物の減災化

　東日本大震災（２０１１（平成２３）年３月）の経験により、大規模な地震時に人命

を守るには、住宅や建築物が倒壊せず、建物の外に出られること、怪我をせずに動ける

ことが重要であることがわかりました。

　住宅・建築物の減災化では、容易で効果的な方法により住宅・建築物の倒壊による圧

迫死を減少させることを目的に「住宅・建築物の倒壊から人命と生活を守る」を目標と

し、施策に取り組みます。

第３次緊急輸送道路

（単位：棟）

通行障害既存耐震不適格建築物
（旧耐震建築物に限る。）の現状

2014（平成26）
年度

2020（令和2）
年度

第１次緊急輸送道路

第２次緊急輸送道路

危険物の貯蔵場又は処理場
の用途に供する建築物

（単位：棟）

特定既存耐震不適格建築物
（旧耐震建築物に限る。）の現状

2014（平成26）
年度

2020（令和2）
年度

多数の者が利用する建築物

住宅・建築物の倒壊から人命と生活を守る
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１　耐震化・減災化に向けた役割分担

　住宅・建築物の耐震化・減災化の促進のためには、住宅・建築物等の所有者が自らの

問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠です。

　本市は、本計画で示している耐震化・減災化の目標を実現するため、住宅・建築物の

所有者等が耐震診断及び耐震改修を行いやすい環境の整備や負担軽減のための制度など

必要な施策を講じ、耐震化・減災化の実施を阻害している課題について、国・県等と連

携して解決していきます。

　また、耐震化されない住宅に対しても「住宅倒壊から人命を守る！」という目標に向

けて、減災化の促進を図ります。

図：国・県・市・所有者等の役割分担

第６章　耐震化・減災化の促進を図るための取組

・市町村の耐震診断及び耐震改修の促進の

ための環境整備

・所有者等の負担軽減のための支援制度や

人材育成などに対して必要な施策の実施

・国や先進事例の情報共有 など.

・建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針の策定 など

・耐震診断及び

耐震改修に関

する技術・知

識の向上

・所有者等に対

し、耐震診断

や耐震改修の

普及及び啓発

など

【耐震改修事業者】

【国】

【愛知県】

・愛知県建築物地震

対策推進協議会

・愛知建築地震災害

軽減システム研究

協議会

【長久手市】

・耐震診断及び耐震改修の促進のための

環境整備

・所有者等の負担軽減のための支援制度

など必要な施策の実施

・所有者への情報共有 など.

住宅・建築物の所有者等

地元組織等

専門家

34 



２　耐震化・減災化促進の体制整備

　円滑な住宅・建築物の耐震化・減災化の促進のためには、関連する機関や団体等と連携

して指導を進めるとともに、計画の進捗状況等の情報を共有して的確に取り組むことが重

要です。

（１）愛知県との連携

　 耐震改修促進のための指導等（指導・助言、指示、公表、勧告・命令）は、所管行政

 庁が行うことと定められています。本市の場合、県が所管行政庁となり、県と連携して、

 建築物の所有者に対する指導等を行っていきます。

  また、住宅の減災化についても、県と連携し推進していきます。

（２）公共施設管理者間の連携

　 多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物のうち、災害応急活動に必要な建築物

 など特に耐震化を優先すべき建築物には、公共機関が所有管理する建築物が多く含まれ

 ます。このため、他の公共施設管理者と協調・連携して円滑に耐震化を推進するものと

 します。

（３）協議会の取り組みの普及・推進

 　住宅・建築物の耐震化・減災化を促進するための環境整備を推進するため、「人材育

 成」、「普及・啓発」、「地震に強いまちづくり」及び「市町村支援・連携」の分野に

 関し、２つの協議会と連携して取り組んでいきます。

　　　ア　愛知県建築物地震対策推進協議会

　愛知県において、「建築物の総合的な地震対策の推進を図るため、耐震診断や耐震

改修等の普及・啓発等、建築物の震前対策の推進と、地震により被災した建築物及び

宅地の危険性を判定する被災建築物応急危険度判定制度及び被災宅地危険度判定制度

の適正な運用と連携を図ることにより、県民生活の安全に資する」ことを目的として、

愛知県、長久手市を含む県内全市町村及び（公社）愛知建築士会をはじめ１０の建築

関係団体で構成される「愛知県建築物地震対策推進協議会」（以下「推進協議会」と

いう。）が１９９８（平成１０）年に設置されています。

　本市においても、推進協議会と連携しながら耐震化促進の体制の一翼として、建築

物の所有者に対する啓発・普及活動や、専門家の育成等を一層推進していきます。
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イ　愛知建築地震災害軽減システム研究協議会

　 大学、地方公共団体、建築関係団体等が連携して、大学が保有する関連施設や技術

 力の効率的な利用を図り、建築物における地震災害軽減の研究した成果を広く普及し、

 県内の建築地震災害の軽減につながることを目的として、県内国立大学法人（名古屋

 大学・名古屋工業大学・豊橋技術科学大学）、地方公共団体（県・名古屋市）及び、

 建築関連６団体で構成される「愛知建築地震災害軽減システム研究協議会（以下「減

 災協議会」という。）」が２００５（平成１７）年より設置されています。

　 本市においても、住宅・建築物の所有者への安価な耐震改修工法による耐震化の普

 及促進や、地域団体への耐震化、減災化の意識向上を目的とした勉強会や講演会への

 大学の研究者や専門家の講師派遣などについて協議会と連携しながら、取り組んでい

 きます。

３　住宅の耐震化の促進

（１）取組の方針

 　旧耐震住宅の耐震化を図るために、本市では、これまで国・県と協力して住宅の耐震

 診断と耐震改修費の補助等を行ってきました。今後も引き続き、耐震診断や耐震改修、

 除却に対する補助制度の活用、税制優遇措置など支援策の周知等、耐震性が不十分な住

 宅の解消に向け、所有者等を支援する取組を行います。また本計画策定にあたり実施し

 た意識調査の結果等を受け、今後、現支援策の拡充等を検討し、さらなる耐震化の促進

 を図っていきます。

（２）耐震診断の促進

 　旧耐震基準の住宅の耐震化を促進していくためには、まず自らの住宅の耐震性につい

 て知ってもらうことが重要です。住宅の耐震診断事業を実施しており、引き続き耐震診

 断を促進していきます。

（３）耐震改修の促進

　 耐震診断を実施した住宅の耐震性が不十分と判定された場合、積極的に耐震改修を実

 施してもらう必要があります。住宅の耐震改修費補助事業を実施しており、引き続き耐

 震改修の促進に取り組んでいきます。あわせて、国・県や関連団体と連携し、それらで

 で作成された耐震改修の方法等を分かりやすく解説したパンフレットやインターネット

 等により、耐震改修の重要性について普及啓発を行っていきます。

　 また、建築後相当年数を経過した旧耐震基準の住宅では、経年劣化による老朽化から

 耐震改修にかかる費用が増加する傾向にあるため、耐震改修を促進していくためには、

 工事の低廉化が重要です。そこで、「愛知建築地震災害軽減システム研究協議会」が行

 っている安価な耐震改修工法の開発や評価について、所有者等へ紹介していきます。
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　 さらに、改修設計の段階において、効率的な補強方法を提案できる人材として登録さ

 れた設計・施工の技術者「あいち耐震改修推進事業者」を所有者等に紹介していきます。

　 加えて、耐震改修補助等において、代理受領制度（所有者等に代わって工事施工者が

 補助金の受領までを代理で行うことができる）を実施しており、所有者等が用意する費

 用の軽減につながることから、本制度の活用について、相談時に所有者等へ積極的に案

 内していきます。

（４）建替の促進

 　本市は、建て替えを含めた住宅の新築戸数の割合が高く、旧耐震住宅の減少と新耐震

 住宅の増加により、耐震化率の向上に大きく寄与している面が見られます。建築後相当

 年数が経過した旧耐震住宅では、耐震改修費の低廉化に取り組むとともに、建替を促進

 していくことも重要です。

　 本市では、旧耐震基準のものが多く残っている木造住宅の除却工事費に対する補助制

 度を２０１８（平成３０）年度から実施しており、より一層の活用の促進に取り組んで

 いきます。

（５）住宅の耐震化に向けた各種支援施策

ア　民間木造住宅耐震診断事業

 　本事業は、木造の旧耐震住宅に対し、専門家による耐震診断を無料で行うもので、

 耐震診断を希望される方の住宅に、耐震診断員を派遣して詳細に調査し、後日診断結

 果の報告と一般的なアドバイスを行う事業です。

イ　民間木造住宅耐震改修工事費補助事業

 　本事業は、耐震診断の結果、耐震化が図られていないと判定された自己所有の木造

 の旧耐震住宅の耐震改修工事を行う方に対し、予算の範囲内においてその工事に要す

 る費用の一部を補助する事業です。

ウ　非木造共同住宅耐震改修促進事業

 　本事業は、旧耐震建築物の非木造共同住宅の耐震性の向上に資する事業に要する費

 用（耐震診断費、耐震改修設計費及び耐震改修工事費）の一部に対し、予算の範囲内

 において補助する事業です。

エ　民間木造住宅除却工事費補助事業

 　本事業は、耐震診断の結果、耐震化が図られていないと判定された自己所有の木造

 の旧耐震住宅の除却工事を行う方に対し、予算の範囲内においてその工事に要する費

 用の一部を補助する事業です。
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オ　住宅に係る耐震改修促進税制

 　国の基本方針の目標実現に向けて、耐震性の確保された良質な住宅ストックの形成

 促進を図るため、平成１８年度税制改正において、既存住宅の耐震改修をした場合の

 「所得税額の特別控除」及び「固定資産税の減額措置」が「住宅に係る耐震改修促進

 税制」として創設され、講じられています。

 　本市は県と協力し、市民がこれらの税制の特例措置を円滑に活用できるよう情報提

 供を行い、耐震化の促進を図ります。

４　住宅の減災化の促進

（１）取組の方針

　 住宅の減災化を促進するため、耐震シェルターの設置や家具の転倒防止器具の設置に

 引き続き取り組むとともに、その他減災化につながる取組の検討を行います。

（２）耐震シェルター等の設置の促進

　 耐震化が進まない理由の一つに、高齢者世帯の住宅においては、住宅全体を耐震改修

 する工事費と住まい方のバランス等の問題から、耐震改修に消極的な傾向にあります。

 そこで、住宅全体ではなく、例えば、寝室等の一部だけを重点的に補強することで、安

 価に住宅の倒壊から人命を守ることのできる「耐震シェルター」や「耐震（防災）ベッ

 ド」の設置は有効であるため、これを促進していきます。

（３）家具の転倒防止の促進

　 １９９５（平成７）年１月に発生した阪神・淡路大震災では、亡くなった方の約９割

 が建物の倒壊や家具の下敷きになったことによる圧死や窒息死でした。普段は便利な家

 具も、ひとたび地震が発生すれば凶器になります。また、倒れた家具は通路や出入口を

 ふさぎ、逃げ遅れる原因にもなります。「倒れてこないだろう」という意識を改め、家

 具の転倒防止を始めとした室内の安全対策を行い、地震による被害を最小限に食い止め

 る必要があります。高齢者宅等に設置されているタンス、本棚、食器棚等へ家具転倒防

 止器具を取り付ける「高齢者等家具転倒防止事業」を引き続き実施するとともに、家具

 の転倒防止に関する知識をパンフレット、インターネット等を活用して市民に周知して

 いきます。
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（４）地震時の電気火災対策

　 地震後の火災の原因の多くは、電気火災によるものです。地震発生時に規定値以上の

 揺れを感知したときに、分電盤やコンセントなどの電気を自動的に止める器具である感

 震ブレーカー（遮断機）の設置は、不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場

 合に、電気火災を防止する有効な手段です。

 　地震による火災の発生を抑えるため、感震ブレーカーの普及啓発や自宅から避難する

 際にブレーカーを落とすこと等、地震時の電気火災対策として啓発・支援に取り組みま

 す。

（５）段階的耐震改修工事に係る補助制度の検討

　 意識調査の結果から、工事に係る費用負担が大きいことが耐震改修が進まない要因の

 一つだということがわかりました。また、愛知県全体の補助実績からも、耐震診断の判

 定値の悪いものほど耐震改修されない傾向が表れています。一方、既往の研究より、判

 定値０．７以上に耐震改修することで住宅の全壊率が大きく低減され、高い減災効果が

 得られることもわかってきています。これまでのような判定値１．０以上にする耐震改

 修だけでなく、耐震改修工事を１段階目に判定値０．７以上、２段階目に１．０以上に

 することで、改修時期を広くとらえ、費用負担の平準化を図ることができ、判定値の低

 い住宅の全壊を防ぐことができます。このことから段階的耐震改修工事の補助制度につ

 いて、今後検討していきます。

（６）住宅の減災化に向けた各種支援施策

ア　木造住宅耐震シェルター整備費補助事業

　 本事業は、地震発生時、避難にあたり支援が必要と見込まれる高齢者や障がい者世

 帯が住む木造の旧耐震住宅に、地震に対する安全性が評価された耐震シェルターの整

 備を行う方に対し、予算の範囲内においてその整備に要する費用の一部を補助する事

 業です。

イ　家具転倒防止事業

　 本事業は、地震時におけるタンスなどの家具転倒による被害を防止するため、避難

 にあたり支援が必要と見込まれる高齢者及び障がい者世帯を対象に、家具転倒防止器

 具の取り付けを行う事業です。

ウ　感震ブレーカー設置補助事業

　 本事業は、地震発生時に火災の発生を防ぐ感震ブレーカーを設置する方に対し、予

 算の範囲において、その設置に要する費用の一部を補助する事業です。
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５　高齢者等への支援

 　地震発生時に避難が困難な高齢者世帯で経済的な問題等により耐震改修を行えない方

 に対し、より一層の耐震化・減災化の支援を図る必要があります。今後、高齢者等が住

 む住宅の耐震化を推進するうえで、耐震改修、住み替え、建替え等の支援の検討、安価

 な耐震改修工法の情報提供や、低予算で行える耐震シェルター・耐震ベッドなどの減災

 化に向けた耐震改修以外の支援の在り方の検討を行います。

　 また、簡単な減災対策である家具転倒防止事業の推奨も進めていきます。

６　その他関連する施策等

（１）ブロック塀等の安全対策

 　大阪府北部地震（２０１８（平成３０）年６月）では、耐震性に問題があるブロック

 塀等が倒壊し、重大な被害が発生しました。

　 ブロック塀等が倒壊すると、その下敷きになり死傷者が発生したり、道路を閉塞した

 りするおそれがあり、避難や救援活動にも支障をきたすことになります。このため、倒

 壊の危険性があるブロック塀等について、県と市及び建築関係団体が連携してパトロー

 ルを実施し、危険なブロック塀等の所有者等へ解消に向けた指導助言を行っていきます。

　 さらに、パンフレットや点検チェック用のチラシなどを、ホームページへの掲載や、

 窓口等で配布することで危険なブロック塀等の対策の重要性の周知を行っていきます。

　 また、２０１８（平成３０）年度からブロック塀等撤去費補助制度を設けており、所

 有者等へ助成を行うことで危険なブロック塀等の解消を進めていきます。

　 補助対象の路線は、本市内における住宅や事業所等から長久手市地域防災計画に掲げ

 る避難所や一時避難場所へ至る経路を補助対象とします。

（２）窓ガラス、天井、瓦、看板の落下防止対策

　 東日本大震災（２０１１（平成２３）年３月）や熊本地震（２０１６（平成２８）年

 ４月）では、大規模空間の天井の脱落、窓ガラスの破損、内外壁の脱落等の非構造部材

 の被害が多数ありました。窓ガラスや建築物内のつり下げ天井等の非構造部材や瓦、看

 板等は、建築物の耐震構造にかかわらず、落下等により、避難者や通行人、建築物内の

 人に被害を発生させる危険性があります。このため、窓ガラスやつり下げ天井等の落下

 による危険性をパンフレットやホームページで市民に周知するとともに、必要に応じて

 県や関連団体と連携して改善を促す取組を促進していきます。

高齢者や障がい者が住む住宅の耐震化・減災化につながる支援の検討
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（３）エレベーター・エスカレーター・建築設備の安全対策

　 東日本大震災（２０１１（平成２３）年３月）では、エレベーターの釣合いおもりや

 エスカレーターが落下する事案が複数確認されており、２０１４（平成２６）年４月の

 建築基準法施行令の改正において、脱落防止対策等が明確に示されました。また、大阪

 府北部地震（２０１８（平成３０）年６月）において、多くのビルで使用されているエ

 レベーターが緊急異常停止し、エレベーター内に人が閉じこめられるなどの被害が発生

 しています。

　 これらの被害を避けるため、支持部材の耐震化、釣合いおもりの脱落対策、戸開走行

 保護装置の設置などの防災対策改修や、地震時のエレベーターの運行方法や閉じこめら

 れた場合の対処方法について周知を図ると共に、県及び関係団体と連携して、エレベー

 ター及びエスカレーターの所有者や管理者に対して定期検査等の時期に合わせ、改善を

 促す取組を促進していきます。

 　また、地震時における給湯設備の転倒等を防止するために、国が示す技術的基準に基

 づく、建築物における給湯設備の転倒防止対策やそれらに付随する配管等の落下防止対

 策に関する周知啓発を県及び関係団体と連携して図っていきます。

７　普及・啓発

　 住宅の耐震化を促進するためにはまず耐震診断を行い、個々の住宅の耐震性を的確に

 把握する必要があります。このため、木造住宅無料耐震診断事業を始めた２００２（平

 成１４）年度から「市広報でのＰＲ」「防災マップの全戸配布」「ダイレクトメールの

 送付」「耐震診断ローラー作戦」「防災訓練・講演会等イベントでのＰＲ」「自治会・

 自主防災会での出前講座」など啓発活動を推進してきました。今後も引き続き、耐震化

 ・減災化のために関連する補助事業を行っていきますが、これまでと同様の施策のみで

 は耐震化や減災化は促進されていきません。普及・啓発により多くの市民や地域社会に

 耐震化や減災化の必要性を理解していただき、今後さらに、建築物の耐震化・減災化に

 対する意識の向上を図るため知識の普及・意識啓発を進めます。

（１）高齢の所有者等に対する普及・啓発手法の検討

　 旧耐震住宅は、建築後相当年数が経過しており、同時に所有者の高齢化等の個別の事

 情を有する住宅が増加傾向にあります。このような状況を踏まえ、これまでの普及・啓

 発の取組に加えて、県や関係部局等と連携して高齢者に対する普及・啓発手法の検討を

 行っていきます。

高齢の所有者等に対する普及・啓発手法の検討

41 



（２）インターネット・パンフレット等による情報提供

　 耐震化に関する情報提供の一環として、市のホームページにより耐震化に必要な情報

 を提供します。市のホームページによる情報提供の内容としては、耐震診断及び耐震改

 修等の補助制度の内容や、耐震に係る税制優遇、講習会等の開催のお知らせ、防災マッ

 プの内容等様々な情報を記載していきます。耐震化の進捗状況についても定期的に更新

 し、広報やインターネットにより情報提供を図っていきます。

 　また、県が「愛知県建築物地震対策推進協議会」及び「愛知建築地震災害軽減システ

 ム研究協議会」と連携し作成された、耐震化や減災化の必要性や効果についての情報提

 供や支援事業のＰＲを積極的に展開していくためのパンフレットや啓発パネルを「耐震

 診断ローラー作成」や「ＰＲ活動」などで活用することで、耐震化・減災化に対する意

 識の向上を図ります。

「耐震関連」

https://www.city.nagakute.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai/13324.html

「防災」

https://www.city.nagakute.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/anzen_anshin/bousai/index.html

「国土交通省：住宅・建築物の耐震化について」

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html

「愛知県防災安全局」

http://www.pref.aichi.jp/bousai/

「耐震診断・耐震改修事業関係」

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukeikaku/0000025466.html

「愛知県建築物地震対策推進協議会」

http://www.aichi-jishin.jp/

「あいち耐震改修ポータルサイト」

http://aichi-nbai.com/

「愛知建築地震災害軽減システム研究協議会」

http://www.aichi-gensai.jp/

「耐震改修支援センター（一般財団法人日本建築防災協会）」

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/kaisyushien/

【長久手市】

【国】

【財団法人】

【愛知県】

【協議会】

耐震化や防災等に関する情報を提供
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（３）危険地域等の周知

　 市民や住宅・建築物の所有者等に地震災害に対する危険性を認識していただき、地震

 防災対策を自らの問題・地域の問題として認識できるように、地震による危険性の程度

 を示す防災マップを市民に配布します。

　 防災マップには、大規模地震時に予測される震度予測図、液状化危険度予測図、第１

 次・２次・３次緊急輸送道路、避難所・一時避難場所などを記載しています。

長久手市防災マップ（抜粋）

防災マップによる地震災害情報を提供
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（４）地域住民等との連携、講習会等の開催

 　地震防災対策の基本は、「公的な支援（公助）」に頼るのではなく、「自分の身は自

 分で守る（自助）」「自分たちの地域は自分たちで守る（共助）」という考え方で、地

 域が連携して地震防災対策を講じることが重要です。このような観点から、市民自ら防

 災対策を向上させるために、自治会や自主防災組織などの地域団体や、企業、学校など

 が実施する住宅・建築物の耐震化・減災化に関する取組や勉強会、講習会に対し、愛知

 建築地震災害軽減システム研究協議会と連携して大学の研究者や専門家を講師として派

 遣するなど支援していくことで、地域全体で耐震や減災に対する意識向上と耐震化・減

 災化の取組の推進を図ります。

（５）耐震相談窓口の設置

　 市では、住宅・建築物の耐震化を始め、建築全般についての相談に応じるとともに、

 県及び関係団体と協力して、耐震化を始めとした住宅の相談に応じています。

　 今後も、相談窓口を通じ、耐震診断及び耐震改修に関する一般的な相談について、適

 切な対応ができるよう、相談窓口の充実を図ります。

 　また、リフォームやリノベーションにあわせて耐震改修工事を行うことは、新たな住

 まい方の見直しにもつながり、所有者にとって義務感による耐震改修工事に比べ前向き

 な改修工事になること、また、二つの工事を同時期に行うことで、経費が軽減されるこ

 となどから耐震化の推進に期待ができます。リフォームに合わせた耐震改修を図られる

 よう、県と連携し、国の支援策など、リフォーム等と耐震改修にあわせた工事例の紹介

 など、必要な情報提供を行っていきます。また、リフォーム等の予定がある場合には、

 耐震改修工事を合わせて実施するように、パンフレットやホームページで情報提供する

 とともに、関係団体とも連携して、耐震化の必要性を説明し、住宅等の耐震化への誘導

 を図ります。

「まちは自分で守る」

意識の向上

相談窓口の充実

地元組織と連携し、耐震化・減災化

の促進に向けた自主防災力を強化
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（６）耐震診断戸別訪問（耐震診断ローラー作戦）

 　「重点的に耐震化・減災化を進める区域」を中心に、関係団体や自主防災組織等と連

 携するなどして、木造の旧耐震住宅の戸別訪問等により耐震化の必要性や効果について

 意識啓発を行うとともに、耐震診断及び耐震改修の補助制度の内容を周知し、耐震化の

 促進を図ります。

■重点的に耐震化・減災化を進める区域

　地震発生時に大きな被害が発生することを軽減させるためには、市全域を平均的に耐

震化を進めるよりも、地域を限定し重点的に施策を進めることで、効率化を図られると

考えます。

　そこで、木造の旧耐震住宅が集中し、建物倒壊率が高い区域を「重点的に耐震化・減

災化を進める区域」と定め、効果的な耐震化を図ることとし耐震化・減災化を推進して

いきます。

　建物全壊率は、地区内にある全ての建物のうち地震で全壊する被害を受けることが予

想される棟数割合で算出します。地震による揺れ（震度）と建物の構造・建築年の状況

（下図）より、その地区で予想される全壊棟数の割合を算出します。

資料提供：地震防災マップ作成のすすめより 平成17年3月内閣府

「重点的に耐震化・減災化を進める区域」から耐震診断ローラー作戦を展開

「重点的に耐震化・減災化を進める区域」の算出基準
・南海トラフ地震が発生した場合に想定される建物全壊率が10％以上

・区画整理事業等面的な整備等がされている地区を除いた木造の旧耐震住宅の集落性が高い区域
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（７）緊急輸送路道路沿いの旧耐震建築物等の所有者への周知

 　緊急輸送道路は、避難所へ緊急物資を輸送する際に使用されます。この道路の沿道に存

 する建築物や建築物に附属するブロック塀等が地震によって倒壊し、道路の通行を妨げる

 おそれがあるため、建築物等の所有者に緊急輸送道路沿いの旧耐震建築物等であることを

 情報発信し、耐震化・減災化の必要性や意識の啓発を行い、耐震診断及び耐震改修の促進

 を図ります。

重点的に耐震化・減災化を進める区域

意識啓発・耐震化・減災化への誘導
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１　特定既存耐震不適格建築物等の耐震化の促進

（１）公共建築物

　  県が所有する耐震性のない特定既存耐震不適格建築物（旧耐震建築物に限る。）につ

 いては、耐震化が図れるように県と連携し取り組んでいきます。

　 また、本市が所有する建築物で耐震性のない特定既存耐震不適格建築物（旧耐震建築

 物に限る。）に該当するものはありませんが、災害発生時の被害を軽減するための更な

 る取組について、今後検討していきます。

（２）民間建築物

　 特定既存耐震不適格建築物の所有者は、法により建築物について耐震診断を行い、耐

 震改修を行うように努めなければならないとされています。所管行政庁である県は、特

 定既存耐震不適格建築物について、耐震化を早期に実現するための、指導及び助言だけ

 ではなく、必要に応じて、指示、公表、勧告、命令等を行っていきます。本市において

 も所有者に対し、耐震化の必要性や効果について啓発を行うとともに、県と連携して耐

 震化に向けての支援策を検討していきます。

第７章　特定既存耐震不適格建築物等の耐震化促進
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２　特定既存耐震不適格建築物等（民間）の指導等

　特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震改修促進法により当該特定既存耐震不適

格建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要が

あると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならないとされています。

　一方、所管行政庁（愛知県）は特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の

的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所

有者に対し、耐震診断及び耐震改修について必要な指導等を行うことになります。

　さらに、耐震化を早期に推進するため、所管行政庁は定期的にすべての特定既存耐震

不適格建築物等（旧耐震建築物に限る。）について調査し、必要に応じて指導・助言、

指示、公表を行い、さらに建築基準法第２条第１項第３５号の特定行政庁として勧告・

命令を行うこととなります。

　市は、所管行政庁（愛知県）と連携し、特定既存耐震不適格建築物等（旧耐震建築物

に限る。）の耐震化を促進していきます。

特
定
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物

①

指
導
・
助
言

②

指
示

③

公
表

④
除
却
、
改
築
、
修
繕
等
の
勧
告
・
命
令

指
示
に
従
わ
な
い
場
合

指
導
・
助
言
に
従
わ
な
い
場
合

（
次
頁
の
対
象
建
築
物
の
場
合
）

耐震診断・改修の実施
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表　法における規制対象一覧（法第１６条を除く） ※旧耐震建築物

上記以外の学校 階数１以上かつ床面積1,000㎡以上

階数１以上かつ床面積1,000㎡以上 階数１以上かつ床面積2,000㎡以上 階数１以上かつ床面積5,000㎡以上

病院、診療所

劇場、観覧場、映画館、演芸場

集会場、公会堂

展示場

卸売市場

百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗

ホテル、旅館

事務所

階数2以上かつ床面積500㎡以上 階数2以上かつ床面積750㎡以上 階数2以上かつ床面積1,500㎡以上

博物館、美術館、図書館

遊技場

公衆浴場

政令で定める数量以上の危険物を
貯蔵又は処理するすべての建築物

床面積500㎡以上
階数１以上かつ床面積5,000㎡以上
（敷地境界線から一定距離以内に
存する建築物に限る）

耐震改修促進計画で指定する避難
路の沿道建築物であって、前面道
路幅員の1/2超の高さの建築物（道
路幅員が12ｍ以下の場合は6ｍ超）

左に同じ

耐震改修促進計画で指定する重要
な避難路の沿道建築物であって、
前面道路幅員の1/2超の高さの建築
物（道路幅員が12ｍ以下の場合は6
ｍ超）

耐震改修促進計画で指定する大規
模な地震が発生した場合において
その利用を確保することが公益上
必要な、病院、官公署、災害応急
対策に必要な施設等の建築物

耐震診断義務付け対象

建築物※の要件又は規模

学校

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに
類するもの

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター
その他これらに類する施設

用         途
特定既存耐震不適格

建築物の要件又は規模

指示対象となる特定既存
耐震不適格建築物の要件

又は規模

階数3以上かつ床面積1,000㎡以上

体育館（一般公共の用に供されるもの）

階数2以上かつ床面積1,000㎡以上
（屋内運動場の面積を含む）

階数2以上かつ床面積1,500㎡以上
（屋内運動場の面積を含む）

階数2以上かつ床面積3,000㎡以上
（屋内運動場の面積を含む）

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の
前期課程、特別支援学校

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運
動施設

幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所

工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除
く）

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建
築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のため
の施設

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール
その他これらに類するもの

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

避難路沿道建築物

防災上重要な建築物

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービ
ス業を営む店舗

階数3以上かつ床面積1,000㎡以上

階数3以上かつ床面積2,000㎡以上 階数3以上かつ床面積5,000㎡以上

階数3以上かつ床面積2,000㎡以上 階数3以上かつ床面積5,000㎡以上

階数2以上かつ床面積1,000㎡以上 階数2以上かつ床面積2,000㎡以上 階数2以上かつ床面積5,000㎡以上

階数3以上かつ床面積2,000㎡以上 階数3以上かつ床面積5,000㎡以上

階数3以上かつ床面積2,000㎡以上
階数3以上かつ床面積の5,000㎡以
上

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿
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表　規制対象建築物の規制内容

勧告 指導 指示 指導 指示
・ ・ ・ ・ ・
命令 助言 公表 助言 公表

①：要緊急安全確認
　　大規模建築物
(不特定多数の者が利
用する大規模建築物等
であって耐震不明建築
物でもあるもの)

義務
2015(平成
27)年12月
31日までに

報告)
※

○ ○ ○

②：要安全確認計画
　　記載建築物
(地方公共団体が定め
る防災拠点・特に重要
な避難路沿道建築物で
あって耐震不明建築物
でもあるもの)

義務
(地方公共
団体が定め
る期限まで
に報告)

※

○ ○ ○

③：特定既存耐震
　　不適格建築物
(多数の者が利用する
一定規模以上の建築物
等、地方公共団体が定
める避難路沿道建築
物)

努力義務
(一部義務) ○

○
(地震に対
する安全性
向上が特に
必要な一定
の用途及び
規模以上の
ものに限

る)

○

○
(地震に対
する安全性
向上が特に
必要な一定
の用途及び
規模以上の
ものに限

る)

④：既存耐震不適格
　　建築物
(住宅や小規模建築物
を含む耐震関係規定に
適合しない全ての建築
物)

努力義務 ○
努力義務
（必要に応

じて）
○

①は②のうち報告期限が平成27年12月30日以前のものを除いている。
③は①を包含し、②を除いている。右欄は③であって①以外のものについて記載。
④は①、②、③を包含している。右欄は④であって①、②、③以外のものについて記載。
※本計画策定現在、市内に耐震診断の結果報告が義務付けられたものはありません。

努力義務
(地震に対
する安全性
向上を図る
必要がある

とき)

耐震診断 耐震改修

所有者

所管行政庁

所有者

所管行政庁
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１　長久手市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

　本計画に定めた住宅の耐震改修の目標達成に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を

図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震

化促進、改修事業者の技術力向上、住民への周知・普及等の充実を図ることが重要であ

ることから「長久手市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下、アクションプ

ログラム）という。」を策定しました。

　アクションプログラムでは、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状

況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に

に推進することを目的とします。

２　進捗管理と計画の見直し

　本計画は、上位計画に大きな変更が生じた場合、また、今後の社会経済情勢の変化等

に伴い新たな課題や市民ニーズへの対応が必要となった場合には、必要に応じ、本計画

の見直しを行います。また、それ以外に、施策、事業の進捗状況を踏まえ、必要に応じ

た見直しを行うものとします。

　目標の達成に向けて計画の管理が重要となってくるため、ＰＤＣＡサイクルによる計

画の進捗状況の管理を実施します。

　耐震化・減災化を促進していくためには、行政の補助制度だけではなく、市民ひとり

ひとりが耐震化・減災化に対する関心を今以上に高める必要があります。

第８章　計画達成に向けて

耐震化・減災化を促進するには、

『計画（Ｐｌａｎ）→実行（Ｄｏ）→評価（Ｃｈｅｃｋ）→改善（Ａｃｔ）』

の活動を繰り返し、継続的に改善・促進を図ることとします。

"Plan"  目標を設定し達成するために計画を作成する。

"Do"   策定した計画に沿って行動する。

"Check" 行動した結果と当初の目標を比較し問題点・成功・失敗の要因を分析する。

"Act"   行動が計画に沿っていない部分を調べ改善する。

Ｐｌａｎ Ｄｏ

Ａｃｔ Ｃｈｅｃｋ
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FAX:(0561)63-2100
E-mail:keikaku@nagakute.aichi.jp

第３次 長久手市耐震改修促進計画
2021(令和3)年3月

お問い合わせ先: 建設部　都市計画課
長久手市岩作城の内60 番地1
TEL:(0561)63-1111（代）


